[bookmark: _GoBack]国富町地域おこし協力隊採用支援業務委託 仕様書
１　業務名
国富町地域おこし協力隊採用支援業務委託
２　業務の目的
国富町における地域資源を活用したまちづくりを推進する地域おこし協力隊員の募集支援を行うことを目的とする。
３　地域おこし協力隊の採用人数及び担当業務
⑴　採用人数　３人
⑵　担当業務　町と受注者で協議の上決定する。
４　履行期間
契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで
５　委託上限額
３，４６５，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。
６　業務内容
地域おこし協力隊の募集及び採用の支援に関する業務とし、令和９年４月に着任を目指す募集に係る業務を行うものとする。
７　募集要項の設計
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]隊員の活動主体となる町の担当課又は関係団体と現地又はオンラインにて隊員のミッション及び活動内容に関するヒアリングを実施し、募集要項を設計する。ただし、募集要項の内容は、町と協議し、町が決定するものとする。
８　隊員採用支援
⑴　地域おこし協力隊に興味や関心のある人材等に対して、WEBサイト等を利用したスカウトを実施すること。
⑵　応募者からの応募書類の要件審査及びヒアリングにより、候補者情報を整理し、町に提供すること。選考及び採用の決定については、町が実施する。
⑶　その他事業広報・参加者募集に関する必要な業務を行うこと。
９　その他
⑴　受注者は、必要に応じて町と打合せを行うこと。
⑵　受注者は、委託業務を行うに当たって業務上知り得た秘密情報及び個人情報を漏らし、又は委託業務以外に使用してはならない。委託業務終了後も同様とする。
⑶　委託業務に関して収集された情報に係る版権及び著作権（著作権法（昭和４５年法律第 ４８号）第２７条に規定する権利を含む。）は、受注者において汎用的に利用が可能な部分を除き、委託料の支払と引換えに町に譲渡するものとする。ただし、受注者にて制作した成果物（チラシ等）に関しては、あらかじめ町の承諾を得たものに限り受注者において委託業務外においても使用及び編集をすることができる。
10　受注者は、委託業務を履行する際には、関係法令等を遵守すること。
⑴　委託業務は、町の採用活動を支援することを目的としており、採用を保証するものではないものとする。
⑵　本仕様書に定めなき事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合は、町と受注者で協議の上、決定するものとする。
11　成果品
必要に応じて適宜、本業務における成果をまとめた資料を作成し、町が指定した書類とともに提出すること。
12　支払方法
委託業務完了後の一括払いとする。
13　問い合わせ先
〒880-1192 
住所　宮崎県東諸県郡町大字本庄4800番地
担当　国富町総合戦略課　企画政策係
電話 　0985-75-3126（内線243）
メール　 kikaku@town.kunitomi.miyazaki.jp
